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電子成果品のチェック

システムで作成した電子成果品にエラーがないことを確認します。

※エラーがある場合、正常に電子納品できません。

【システム利用終了前】に必ず実施ください。

＜操作手順＞※システムログイン後

①「納品物等を作る」→
「登録・ダウンロード」をクリックする。

②案件を選択する。

③「全て」の[チェック]ボタンをクリックする。
④「納品物のチェックが完了しました。」と
ポップアップが表示されることを確認する。
※エラーがある場合は、次のページ参照

①
②

③

④
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エラーメッセージについて
エラーメッセージが表示された場合は、内容を確認し修正をしてください。

エラーメッセージ表示画面

●未決裁の書類が存在しています。

（書類種別：○○○○○○ タイトル：○○○ 提出日：20××/××/××）
上記書類を納品対象とする場合には、書類の決裁を完了させてください。

発注者側で決裁が滞留している場合は、発注者へ連絡し、最終決裁者まで決裁を完了させてください。

⇒“決裁中” “差戻中”の書類があります。決裁を完了するか削除してください。

●納品情報が入力されていない書類が存在しています。

（書類種別：○○○○○○ タイトル：○○○ 提出日： 20××/××/××）
納品情報を入力してください。

⇒書類の納品情報が未入力です。「入力済」にしてください。

エラー内容と修正


